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滝沢遺跡遠景（南→）


坂元（３）遺跡遠景（北→）


口絵１　遺跡遠景







滝沢遺跡近景（南→）


竪穴住居跡出土遺物（後期中葉）


口絵２　滝沢遺跡







序
滝沢遺跡及び坂元（３）遺跡は、陸奥湾に面する蓬田村の北部に


位置しています。蓬田村管内には蓬田大館や蓬田城跡などの古


代・中世の遺跡が広く知られていますが、近年縄文時代の遺跡も


新たに発見されてきております。滝沢遺跡及び坂元（３）遺跡も国


道２８０号道路改築事業に伴って新規発見された縄文時代の遺跡


です。


青森県埋蔵文化財調査センターでは、平成１９年度にこれら２


遺跡の発掘調査を実施しましたが、本報告書はその調査成果をま


とめたものです。


調査の結果、滝沢遺跡では縄文時代後期中葉の竪穴住居跡、土


坑などが検出され、縄文時代の人々の集落跡であることが判明し


ました。


坂元（３）遺跡では、縄文時代前期末葉の竪穴住居跡が検出され、


縄文時代早期から後期の土器・石器なども出土しました。


これらの調査成果が、広く埋蔵文化財の保護と研究に活用され、


地域社会の歴史・文化の普及に資することができれば幸いです。


最後に、発掘調査の実施から報告書刊行にいたるまで、種々御


指導御協力を賜りました関係各位に対し、厚く御礼申し上げます。


平成２１年３月


青森県埋蔵文化財調査センター


所　長 伊　藤　博　文 ●







例　　　言


１　本報告書は、国道２８０号道路改築事業に伴い、青森県埋蔵文化財調査センターが平成１９年度に　
発掘調査を実施した蓬田村滝沢遺跡・坂元（３）遺跡の発掘調査報告書である。
２　滝沢遺跡は、東津軽郡蓬田村大字広瀬字滝沢４６－９７外に所在し、青森県遺跡番号１２０２８として　
登録されている。坂元（３）遺跡は、東津軽郡蓬田村大字広瀬字坂元６８６－１外に所在し、青森県遺　
跡番号１２０２９として登録されている。


３　本報告書は、青森県埋蔵文化財調査センターが編集し、青森県教育委員会が作成した。執筆は、
青森県埋蔵文化財調査センター神康夫文化財保護主査、三浦一範文化財保護主幹が担当し、依頼原
稿については、執筆者名を文頭に記した。
４　発掘調査及び整理作業・報告書作成の経費は、調査を委託した青森県県土整備部道路課が負担
した。
５　資料の分析・鑑定については、下記の通り委託した（順不同、敬称略）。


石器の石質鑑定　　　　　　八戸市文化財審議委員　松山　力
石器の実測図作成　　　　　株式会社　アルカ
放射性炭素年代測定　　　　株式会社　加速器分析研究所


６　本書に掲載した遺跡位置図は、国土地理院発行の２５,０００分の１地形図「蟹田」を複写・加工した
ものである。
７　遺跡遠景などの空中写真撮影は、株式会社シン技術コンサルに委託した。
８　遺構・遺物の文中での表現は、原則として次の基準・様式に拠り、各図内に示した。
（１）方位　　図中の方位は、平面直角座標系で表す。
（２）縮尺率　原則として以下の縮尺率を用いているが、規模・大きさによっては図面の見易さを　


考慮して変更したものもある。いずれもスケールを付してある。
遺構平面図・土層図 ６０分の１　遺物実測図　土　器　３分の１　　剥片石器　２分の１　
礫石器　４分の１


（３）遺構図版凡例　　　　　（４）遺物図版凡例


９　遺物には、観察表・計測表を付し、出土地点・法量及び諸特徴を一覧できるようにした。なお、
土器計測値における（ ）の表現は、口径・底径は推定値、器高は現存値を表している。


１０ 遺物写真図版は縮尺不同とし、その番号は挿図番号と一致する。
１１ 遺物の写真撮影は、土器類はシルバーフォト、石器類はスタジオエイトに依頼した。
１２ 発掘調査及び報告書作成における出土品・実測図・写真等は、現在青森県埋蔵文化財調査センタ
ーが保管している。


１３ 発掘調査の実施及び報告書の作成にあたり、次の諸氏並びに各機関から御協力・御指導を頂いた。
（敬称略）


村越　潔、関根　達人、山田　悟郎（北海道開拓記念館）、椿坂　恭代（札幌国際大学博物館）、
工藤　雅樹（元東北歴史博物館）、駒田　透（外ヶ浜町教育委員会）、瀬川　滋、サイモン・ケー
ナー、羽生　淳子、細田　昌史（北秋田市教育委員会）、利部　修・宇田川　浩一・加藤　朋夏・
山田　祐子・菅野　美香子（秋田県埋蔵文化財センター）、影浦　覚・福井　淳一（北海道埋蔵　
文化財センター）、村木　淳（八戸市教育委員会）、永嶋 豊・石澤　聡（教育庁）


火床面・焼土範囲 アスファルト付着（土器・石器） スリ面（礫石器） 炭・被熱（礫石器）
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第１章　調査の概要と遺跡周辺の環境


第１節　調査に至る経緯


青森県県土整備部道路課が昭和５３年度から実施している国道２８０号道路改築事業（青森～蟹田間


のバイパス整備）は、平成１４年度までに油川～蓬田工区１８.６㎞が共用され、平成１５年度から蓬田村


瀬辺地～外ヶ浜町蟹田石浜の全長７.１５㎞の工事計画（蓬田～蟹田バイパス）が進められた。平成１６年


１０月に、道路課から青森県教育庁文化財保護課へ当該事業予定地内に所在する埋蔵文化財包蔵地の


取扱いに関する協議の依頼があり、平成１７年６月と８月に、バイパス整備事業を担当する青森県土


整備事務所道路整備課（現　東青地域県民局地域整備部道路施設課）と文化財保護課が現地調査（分布


調査）等について協議した。現地調査は同年９月から、道路整備課、外ヶ浜町教育委員会社会教育課、


蓬田村教育委員会教育課、文化財保護課の４者により実施され、１０月には青森県埋蔵文化財調査セ


ンターも加わって全工区の現地確認と打合せを行った。その結果、周知の埋蔵文化財包蔵地も含めて


９か所の工区が調査対象区域として確定した。発掘調査は、平成１８年度から埋蔵文化財調査センタ


ーと外ヶ浜町教育委員会が担当して実施することになったが、発掘調査に先立って、道路整備課から


全９工区を対象とした確認調査の実施と本発掘調査の対象範囲の確定を優先して欲しい旨の要望があ


り、関係機関で協議した結果、平成１８年度は埋蔵文化財調査センターと外ヶ浜町教育委員会が分担


して確認調査を行うことになった。埋蔵文化財調査センターは蓬田村管内に所在する南側の工区から


順に確認調査を進め、外ヶ浜町教育委員会は主として外ヶ浜町管内に所在する北側の３工区の確認調


査を実施した。確認調査の結果、周知の山田（１）（２）遺跡、坂元遺跡、丑ヶ沢（１）（２）遺跡に加えて、


山田（４）遺跡、坂元（２）遺跡、滝沢遺跡が新規登録され、未買収地を除いて本発掘調査の範囲がほぼ


確定した。平成１８年９～１０月には関係機関が繰り返し協議し、平成１９年度の発掘調査計画等につい


ての打合せを行ったが、その結果、埋蔵文化財調査センターは山田（２）遺跡と滝沢遺跡の本発掘調査


及び滝沢遺跡の南側に位置する工区の確認調査を平成１９年度に実施することになった。滝沢遺跡の


南側に位置する工区の確認調査では埋蔵文化財が発見されたため、坂元（３）遺跡として平成１９年度


に新規登録され、引き続き同年度中に埋蔵文化財調査センターが本発掘調査を実施した。なお、滝沢


遺跡に係る土木工事等のための発掘に関する通知は、平成１９年４月に東青地域県民局長名で提出さ


れ、同年同月に文化財保護課から当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成を目的とする発掘調査


の実施が指示された。また、坂元（３）遺跡に係る土木工事等のための発掘に関する通知は平成１９年


７月に提出され、同年８月に埋蔵文化財の記録の作成を目的とする発掘調査の実施が指示された。


第２節　調 査 要 項


１　調査目的


国道２８０号道路改築事業の実施に先立ち、当該地区に所在する滝沢遺跡、坂元（３）遺跡の発掘調


査を行い、その記録を保存して地域社会の文化財の活用に資する。


２　発掘調査期間　　　平成１９年４月２３日～同年９月１８日


３　遺跡名及び所在地　滝沢遺跡（青森県遺跡番号１２０２８）


東津軽郡蓬田村大字広瀬字滝沢４６－９７外







図１　遺跡位置図　


滝沢遺跡・坂元（３）遺跡
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滝沢遺跡・坂元（３）遺跡


坂元（３）遺跡（青森県遺跡番号１２０２９）


東津軽郡蓬田村大字広瀬字坂元６８６－１、外


４　調査面積　　　　　滝沢遺跡２，８００平方メートル


坂元（３）遺跡１，７００平方メートル


（確認調査対象面積７，７００平方メートル）


５　調査委託者　　　　青森県県土整備部道路課


６　調査受託者　　　　青森県教育委員会


７　調査担当機関　　　青森県埋蔵文化財調査センター


８　調査体制


調査指導員　藤沼　邦彦　国立大学法人弘前大学人文学部教授（考古学）


調　査　員　島口　　天　青森県立郷土館学芸主査（地質学）


調査担当者　青森県埋蔵文化財調査センター


所　　　長　　　　　末永　五郎（平成２０年３月退職）


次長（調査第一ＧＬ） 三宅　徹也（平成２０年３月退職）


総 務 Ｇ Ｌ　　　　　櫻庭　孝雄


調査第二ＧＬ　　　　工藤　　大（現、次長）


文化財保護主査　　　神　　康夫


文化財保護主幹　　　三浦　一範


調査補助員　　　　　山田真太郎　　渡辺　陽一（平成２０年１０月退職）


出町　　好　　西田　　愛


第３節　調査方法


１　滝沢遺跡のグリッド設定と掘削方法


図９のとおりグリッドは公共座標に則った４ｍグリッドを使用している。調査に先立ち、調査区周


辺に４級基準点と水準点を設置した後、公共座標に則った１２ｍメッシュの木杭の設置業務を株式会


社コンテック東日本に委託した。この１２ｍメッシュを基に、発掘調査の進捗や必要に応じて４ｍグ


リッドを打設し、遺構測量及び遺物の取り上げ等に使用した。グリッド名は、西から東方向へはアル


ファベット２桁の組み合わせとし、ＡＡ・ＡＢ・ＡＣ…ＡＹの次はＢＡに繰り上げる、２５進法で表


記することとした。南から北方向へは算用数字を付し、こ


れらアルファベットと数字の組み合わせで「ＡＮ－１２」、


「ＡＳ－３６」というように杭名を命名し、各グリッドの呼


称は南西隅の杭名を使用することとした。今回の調査区域


内における主要グリッドの座標値は右のとおりである。


平成１８年度の外ヶ浜町教育委員会の試掘調査結果（図３）


を踏まえて遺構・遺物の濃密な範囲が今回の本調査範囲と


なっていたため、基本的に人力によって表土及び遺物包含
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滝沢遺跡・坂元（３）遺跡


層の掘削を行った。ただし、危険を伴う調査区南西部の急斜面地など、重機によって表土の除去と運


搬を行い、遺構確認のみ人力で行った部分もある。また、調査区域は地形の起伏があるため人力で排


土の搬出を行うことは困難を極めたため、調査区域内に排土仮置き場を設置し、土量がまとまり次第、


バックホーとクローラーダンプで調査区域外に排土運搬を行った。表土除去後、遺構確認作業を行い


ながら徐々に遺物包含層を掘り下げていった。基本層序は４箇所に設定したトレンチで精査を行い、


分層後、表土から下位へローマ数字を付して記録した。


２　坂元（３）遺跡のトレンチ及びグリッドの設定と掘削方法


坂元（３）遺跡では平成１９年度に７,７００㎡の確認調査を実施し、その後１,７００㎡について本発掘調


査を実施した。確認調査では図４のとおり４×４ｍを基本とした正方形トレンチを、根株・雑木など


の障害物を避けて地形を考慮しながら任意にトレンチを設定した。表土等の除去は人力で行い、層位


ごとに遺構確認と遺物の取り上げを行った。


本発掘調査で使用したグリッドは、図４８のとおり公共座標に則った４ｍグリッドを使用している。


調査区域周辺にある工事用測量杭をもとに調査区域内に必要に応じて移設し、それを基に遺構測量及


び遺物の取り上げ等を行った。グリッド名の付し方は滝沢遺跡と同様とした。西から東方向へはアル


ファベット２桁の組み合わせとし、ＡＡ・ＡＢ・ＡＣ…Ａ


Ｙの次はＢＡに繰り上げる、２５進法で表記することとし


た。南から北方向へは算用数字を付し、これらアルファ


ベットと数字の組み合わせで「ＡＯ－１０」、「ＡＴ－２５」


というように杭名を命名し、各グリッドの呼称は南西隅


の杭名を使用することとした。今回の調査区域内におけ


る主要グリッドの座標値は右のとおりである。


本発掘調査では重機にて表土を除去・運搬し、人力にて遺構確認と遺構精査を行った。基本層序は


４箇所に設定したトレンチで精査を行い、分層後、表土から下位へローマ数字を付して記録した。


３　遺構等精査の方法


基本層序・遺構内堆積土の注記には、『新版標準土色帖』２００６年版（小山正忠・竹原秀雄編著）を用


いた。基本層序の番号はローマ数字を、遺構内堆積土の番号は算用数字で表示した


遺構の精査にあたっては、堆積状況を把握するために二分法、四分法を採用した。遺構の平面図・


断面図の作製、遺物の出土位置図の作製はグリッド杭を用いた遣り方測量と光波トランシットを併用


して測量・図化を行った。光波トランシットで得たデータは遺構実測支援システム（アイシン精機文


化財プロジェクト製）により作図した。遣り方測量での縮尺は１／２０を基本とし、種類や規模によっ


て１／１０その他とした。遺物は層位を確認しながら取り上げを行った。なお調査に際しては以下の


遺構略称を用い、本報告書中でも図版や土層注記などにおいてこれらを使用している。


ＳＩ＝竪穴住居跡　　ＳＫ＝土坑　　ＳＰ＝ピット　　ＳＤ＝溝跡　　ＳＮ＝焼土遺構


遺物包含層ではグリッド・層位ごとに遺物を取り上げ、比較的密に出土する部分では光波トランシ


ットを用いて出土地点・標高も記録しながら取り上げた。


写真撮影は、遺構においては主に遺物出土状況、土層断面、完掘状況などを撮影し、遺構外出土遺


物、調査状況などは適宜撮影した。カメラは３５mm一眼レフカメラとデジタルカメラを使用し、フィ
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図４　坂元（３）遺跡トレンチ配置図　
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ルムはモノクロ、カラーリバーサルを使用した。遺跡全景などの空中写真撮影については株式会社シ


ン技術コンサルへ業務委託し、ラジコンヘリによって写真撮影を行った。


第４節　調査経過


＜滝沢遺跡＞４月２３日、調査器材を搬入し、作業員３９名とともに調査区域北側から発掘調査に着手


した。調査に入ったものの５月上旬に溝跡１条が検出された以外は、５月末に焼土遺構が検出される


まで遺構・遺物がほとんど皆無の状態であった。


６月初頭、２５グリッドライン付近を東方向へ落ちる沢付近で遺物が密に出土する状況が確認でき


たことから、その周辺を面的に広げたが小規模な捨て場が検出されただけであった。また、５月末に


検出された焼土遺構は竪穴住居跡に伴うのものでないことがわかったが、６月中旬になるとその東側


など地形的にやや平坦になっている部分で不整円形に広がる褐色土や焼土粒などが確認され、竪穴住


居跡の存在が徐々に判明してきた。本遺跡周辺は縄文時代以降、黒色土の形成がすすんでおらず、遺


構堆積土と地山ともに暗褐色の粘土質土を呈していた。好天が続くと軟硬の区別も難しくなり、遺物


や焼土の有無とトレンチ先行などで探りながら堆積土かどうかを判別しながらの調査となった。


７月から８月上旬にかけて次々と住居跡が検出された。それまで遺構外から縄文時代後期前葉の土


器が多数出土していたが、住居跡の覆土・床面からは縄文時代後期中葉の遺物が多く出土した。８月


下旬には住居跡に加えて土坑の検出も進み、遺構の精査と遺物包含層の掘削に全力で取り組んだ。


＜坂元（３）遺跡＞本遺跡は当初遺跡として登録されていなかったが、事業者及び青森県教育庁文化


財保護課との協議の中で埋蔵文化財包蔵地である可能性が高い地点として把握されていたことから、


確認調査を実施することとなった。ここは国道２８０号建設事業の中で６番目の地点であることから、


確認調査時は「⑥地点」と呼称していた。


滝沢遺跡調査チームのプレハブを増設して調査器材を搬入し、６月２０日に作業員３１名を追加雇用


して確認調査に着手した。調査対象面積は７,７００㎡で、地形を考慮して４ｍ四方のトレンチを５３箇


所設定した。調査区域へは急斜面を登坂しなければたどり着けず、しかも調査区域全体が急峻な斜面


地で草藪をかき分けながら４ｍ四方のトレンチを巡回することとなった。北側のトレンチから着手し、


遺構確認が終了し次第南側のトレンチへ移動するという作業を繰り返した。確認調査対象範囲中心部


にある山頂の北東側に設定したトレンチ２２・３１－２・３９－２・４５で比較的多くの遺物が出土した。


これら確認調査の結果、遺物が出土した１,７００㎡が埋蔵文化財包蔵地であるとの判断に至り、⑥地


点は「坂元（３）遺跡（遺跡番号１２０２９）」として平成１９年７月２０日付け青教文第５５６号によって県遺


跡台帳に登録され、８月には土木工事等のための発掘調査が指示された。


このことを受けて８月上旬に本発掘調査必要範囲の表土を重機を用いて除去し、８月下旬から遺構


確認作業を行った。暗褐色土の堆積している地点で任意にトレンチを設定して掘り下げたが、遺構・


遺物はほとんど検出されなかった。確認調査の３９－２・３１－２トレンチ周辺区域（ＡＵ－２０グリッド


周辺）で円筒下層式土器がまとまって出土したことからその付近を精査したところ、焼土が検出され


て竪穴住居跡であることが判明し、急ピッチで遺構精査を進めた。


＜両遺跡の調査終了＞９月１３日には、滝沢・坂元（３）両遺跡の空中写真撮影を行った。好天にも恵


まれ、業務委託した株式会社シン技術コンサルによって遺跡遠景や調査区全景などが撮影された。
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９月１８日、滝沢遺跡・坂元（３）遺跡の調査を全て終え、１８・１９の両日で調査器材の運搬・プレハ


ブの移設・環境整備などを行い、１９日から山田（４）遺跡の調査へ移行していった。


第５節　遺跡周辺の地形と基本層序


青森県立郷土館　島　口　　　天　　　


１． 遺跡周辺の地形


遺跡のある蓬田村は、津軽半島の東側中央部に位置する。この地域の地形について水野・堀田（１


９８４；１９９２）を引用して述べ、地形区分図を図５に示す。蓬田村の南東部には陸奥湾に面して幅２～


３㎞の青森平野が、北東部には小館野・蟹田台地が海岸線まで広がり、海成段丘や河成段丘が発達す


る。中央部から西部にかけては大倉岳山地や蓬田・蟹田丘陵が広い面積を占めている。大倉岳山地か


らは、北から順に広瀬川、瀬辺地川、蓬田川、阿弥陀川、長科川が陸奥湾へ東流する。


青森平野は、河川によって形成された扇状地と三角州、海岸沿いに分布する砂州などからなってい


る。扇状地は、背後の大倉岳山地や蓬田丘陵から供給された砕屑物によって形成され、北方へ行くほ


ど勾配は緩くなっている。扇状地の東側には、海岸線まで三角州低地が分布し、この低地には海岸線


に平行して周囲よりやや高い、砂からなる微高地が存在し、主な集落も国道もこの砂州上に立地して


いる。この砂州は現生のものであるが、この背後の後背湿地にはこれよりも古い砂州が現生の砂州と


平行に断続的に数列分布している。長科川の谷口部には、扇状地を覆って直径３～５cmの亜角礫を


含む泥流地形が存在する。


小館野・蟹田台地には、陸奥湾岸に沿って分布する海岸段丘群と、それに連続する河岸段丘が広瀬


川、瀬辺地川などの本支流が形成した谷底平野に沿って分布している。段丘は上位段丘２段、中位２


段、下位１段の計５段に区分される。


蓬田丘陵は、比較的緩傾斜で開析は進んでいる。大倉岳山地は、大倉岳（６６７ｍ）・袴腰岳（６２８


ｍ）・赤倉岳（５６０ｍ）を中心に、標高の割には急峻な山容を呈している。


２． 遺跡周辺の地質


大倉岳山地東部には南北方向に延びる津軽断層があり、断層の東側は沈降帯、西側は隆起帯となっ


ており、この断層を境に地質構成および地質構造が著しく異なっている。この地域の地質について岩


井・川村（１９８４）および岩井・根本（１９９２）を引用して述べる。


大倉岳山地を構成している断層西側の地質体は、中新統の玄武岩類や緑色凝灰岩類からなる長根層


と太田凝灰岩と呼ばれる軽石質凝灰岩、そしてこれに貫入したデイサイトと流紋岩である。玄武岩は


玄武岩溶岩および同質の火砕岩からなり、填間状組織を示している。緑色凝灰岩は塊状～成層構造を


示す凝灰質砂岩を主体とし、黄褐色、褐色および灰緑色など種々の色を呈した凝灰角礫岩や火山礫凝


灰岩を伴っている。玄武岩や緑色凝灰岩には、黒色で緻密堅硬な泥岩が挟在する。


津軽断層東側には上部鮮新～下部更新統の蟹田層、中部更新統の岡町層が分布し、小館野・蟹田台


地ではこの上に段丘堆積物が、青森平野では扇状地堆積物・泥流堆積物および沖積低地堆積物が重な


る。蟹田層は、主として細粒砂岩およびシルト岩からなり、しばしば軽石質凝灰岩および細円礫岩を


挟在している。細粒砂岩は塊状無層理を示す部分、薄層理を示す部分、および偽層を示す部分があり、


貝化石など浅海棲の化石を産出する。岡町層は、主として砂、凝灰質砂、シルトおよび細円礫からな
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り、泥炭層をしばしば挟在する。段丘堆積物や扇状地堆積物は、砂礫、粘土礫および砂等からなり、


比較的薄く、粘土礫の場合は一見ローム質粘土のような状態となっている。泥流堆積物は、土石流に


よって供給されたもので、粘土と礫によって構成されている。沖積低地堆積物は、後背湿地堆積物で


ある泥炭を挟在する砂および粘土からなる。


活断層研究会編（１９９１）によると、青森市の西部から蓬田村の南西部にかけて、山地と平野の境界


に青森湾西断層が南北方向に分布する。この断層は約１００万年前から約６０～７０万年前には活発に活


動していたものの、その後活動が停止したか、活動したとしてもその変位量はごくわずかになってし


まったと考えられている。


３． 遺跡内の地形・地質


滝沢・坂元（３）遺跡は、小館野・蟹田台地を陸奥湾に向かって東流する滝沢川が形成した谷底平


野に面し、滝沢川左岸側の台地の南斜面には滝沢遺跡が、滝沢川右岸側の台地の北斜面には坂元（３）


遺跡が立地している。


滝沢遺跡内のトレンチで見られる土層（図７）を色相や締り具合、含有物等によってⅠ～Ⅴ層に細


分し、それを基本層序として詳細について述べる。トレンチは調査区域内の３箇所（標高１８.６ｍ：基


本層序４、２４.２ｍ：基本層序３、２９.９ｍ：基本層序２）に設けたほか、参考のために区域外の標高


３４.２ｍに１箇所（基本層序１）設けた。調査区域内は、標高２２～２４ｍ付近でやや平坦となるものの


全般的に平均斜度２０％の斜面であり、中位段丘低位面の段丘崖に相当する。


区域外の基本層序１トレンチでは、Ⅰ層に盛土が重なっているのが確認されたほかⅣ層（ローム層）


の厚さが４ｍ以上あった。このⅣ層中にはテフラと思われる淡灰色のレンズ状の層が挟まれていたが、


周囲との境界が不鮮明で同定は困難であった。各トレンチによってⅤ層の下位の層が異なり、場合に


よってはⅤ層が欠落していることもある。これはほぼ水平に堆積している岡町層のどの層準にトレン


チが設けられたかによる違いである。標高２２～２４ｍの平坦部に設けられた基本層序３トレンチでⅡ・


Ⅲ層が欠落しているのは、ここが東落ちの沢地形の頂部に当たるため浸食されたことが考えられる。


Ⅰ層：黒褐色土。表土。多量の草の根が入り込み締りがない。


Ⅱ層：暗褐色土。やや粘土質で締まりがある。


Ⅲ層：暗褐色土。Ⅱ層とⅣ層の漸移層。粘土質でやや締りある。縄文時代の遺物包含層と思われる。


Ⅳ層：黄褐色～明褐色土。ローム層。粘土質で締りがある。


Ⅴ層：凝灰質粗粒砂層で波打つラミナが見られたりする。段丘を構成する段丘堆積物と考えられる。


Ⅵ層：明灰色の粘土層で、軽石や細礫を含む。標高２４.２ｍのトレンチにのみ見られ、Ⅴ層との境　


界には褐鉄鉱の薄層が挟まれていた。台地を構成する岡町層の一部に相当すると思われる。


坂元（３）遺跡内のトレンチで見られる土層（図８）を色相や締り具合、含有物等によって細分し、


滝沢遺跡の基本層序に対比させ詳細について述べる。トレンチは調査区域内の４箇所（標高３４.８ｍ：


基本層序Ｃ、３６.４ｍ：基本層序Ｄ、３８.９ｍ：基本層序Ａ、４３.８ｍ：基本層序Ｂ）に設けた。調査区


域内は平均斜度２４％の斜面であり、中位段丘低位面の段丘崖に相当する。傾斜が急であるためかⅠ


層は薄いかほとんど無く、Ⅱ・Ⅲ層は欠落している。


Ⅰ層：黒褐色土。表土。草の根が入り込みやや締りがない。


Ⅳ層：黄褐色土。砂質ローム層。やや締りがあり、礫を含む。標高によって層厚が大きく変化し、
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図５　滝沢・坂元（３）遺跡のある蓬田村周辺の地形区分図
［水野・堀田（１９８４；１９９２）を元に作成］
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標高３８.９ｍで層厚１.４ｍと最も厚い。


Ⅴ層：こぶし大のチャートや珪質頁岩の礫、泥岩・軽石などの細礫、炭化植物片を含む砂層で、ラ


ミナが見られる。下位のⅦ層を削り込んでいるような構造やⅦ層の粘土片が含まれることか　


ら段丘を形成する際に堆積した段丘堆積物と考えられる。


Ⅶ層：明灰色の粘土層で、砂質な部分や植物根跡が見られることから湿地性の堆積物と考えられる。


滝沢遺跡のⅥ層に対比されるかどうかは不明である。台地を構成する岡町層の一部に相当す　


ると思われる。


滝沢・坂元（３）の両遺跡を含め蓬田村に分布する遺跡内では、基本的には台地を構成する中部更


新統の岡町層を浸食し堆積した段丘堆積物（Ⅴ層）に黄褐色ローム（Ⅳ層）が重なり、それを黒色土が


覆っている（図６）。遺跡内のトレンチで見られる岡町層の岩相は、岡町層がほぼ水平に堆積してい


ることからトレンチの標高によって異なる。また、遺跡の立地する場所が段丘崖である場合、段丘堆


積物の層厚がトレンチによって異なり、場所によっては欠落する。同様に立地する場所の傾斜が急で


ある場合、黒褐色～暗褐色土がごく薄いか欠落することがある。
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ｐ.１１－１５。


水野　裕・堀田報誠（１９９２）５万分の１地形分類図「龍飛崎・蟹田」。土地分類基本調査「龍飛崎・蟹田」、青森県農林部農地


計画課、ｐ.１３－２２。


図６　滝沢遺跡・坂元（３）遺跡における地層の模式断面図







第１章　調査の概要と遺跡周辺の環境


図７　滝沢遺跡基本層序　







滝沢遺跡・坂元（３）遺跡


図８　坂元（３）遺跡基本層序　
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第１節　検出遺構


１　竪穴住居跡


第１号竪穴住居跡（SI－01、図10・11）


［位置・確認］ＡＮ･ＡO－１５･１６グリッドに位置し、標高約１９.５～２０.５ｍの丘陵南斜面に立地する。


第Ⅲ層中で第１号焼土遺構を確認したため、周辺を精査したところ本竪穴住居跡を検出した。


［重複］第１号焼土遺構と重複し、本遺構が古い。


［平面形・規模］確認面では長軸方向が南北に長い４.７５×約４.５５ｍの隅丸方形を呈すると考えられ


る。床面積は１０.０６㎡である。


［壁・床面］残存する壁は、北壁４６㎝、東壁８３㎝、南壁は２１㎝、西壁は１０㎝である。床はローム面


をそのまま床にしており、概ね平坦である。


［炉］検出されなかった。


［ピット］中央部にピット１基を検出した。規模は２.２０×１.４０ｍの不整楕円形で、深さ１２㎝である。


［堆積土］明褐色土を主体とする９層に分層され、炭化物、焼土粒を微量含む。


［その他］南側に隣接して第７号土坑が検出されており、本遺構の付属施設である可能性がある。


［出土遺物］遺物は散発的な出土状況で、覆土から縄文時代中期末葉と思われる遺物が少量出土した


だけである。１・２は折り返し状口縁を有し、二重弧状文が施文されている。３は口縁に平行沈線が、


４～６は垂下する沈線が施文されている。７～１０は地文縄文のみの粗製深鉢である。石器は先端部


が摩滅した摘み付きの石錐が１点（１１）、石核１点、フレーク類１８点の計２０点出土した。


［時期］堆積土及び出土遺物等から、縄文時代中期末葉（最花式期）と考えられる。


第２号竪穴住居跡（SI－02、図12～17）


［位置・確認］ＡＰ･ＡＱ－１３～１５グリッドに位置し、標高約１９～２０.５ｍの丘陵南斜面に立地する。


平成１８年度に実施された外ヶ浜町教育委員会の確認調査で竪穴住居跡の可能性が高いとされていた


１トレンチ地点であり、この周辺を精査したところ竪穴住居跡であることが確認された。


［重複］第４号土坑と重複していて本竪穴住居跡が新しい。南東部で第６号土坑とも重複しているが、


新旧関係は不明である。


［平面形・規模］確認面で７.１９×６.８４ｍの円形を呈し、床面積は３０.２１㎡である。


［壁・床面］残存する壁は、北壁７９㎝、東壁２１㎝、南壁は１２㎝、西壁は９㎝である。床はローム面


をそのまま床にしていて平坦である。


［炉］住居跡中央部床面、第４号土坑確認面において地床炉１基を検出した。地床炉は６５×４５㎝の


不整円形、被熱の深さは２３㎝であった。


［ピット］６基のピットを検出した。Ｐｉｔ１は３０×２２㎝の楕円形をなし深さ２３㎝、Ｐｉｔ２は４５×３


３㎝の不整楕円形をなし深さ４２㎝、Ｐｉｔ３は２１×２０㎝の円形をなし深さ１５㎝、Ｐｉｔ４は３１×２１㎝


の楕円形をなし深さ１１㎝、Ｐｉｔ５は１１０×５３㎝の楕円形をなし深さ２１㎝、Ｐｉｔ６は１５８×１３７㎝の


円形をなし深さ２０㎝である。Ｐｉｔ２は下端の一部がオーバーハングしている。主柱穴の可能性があ







図９　滝沢遺跡遺構配置図
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図10 第１号竪穴住居跡







滝沢遺跡・坂元（３）遺跡


るのはＰｉｔ２・３であるが、断定できない。Ｐｉｔ５・６は１４Ｃ年代測定によれば中期末葉の年代が測


定されており、本住居跡より古い土坑の可能性がある。


［堆積土］黄褐色～褐色土の７層に分層した。いずれも粘土質のローム質土を主体とする層で、炭化


物、焼土粒を少量含む。


［その他］北側壁付近において下部５㎝ほど逆位状態で埋められた埋設土器を検出した。調査時は底


のない筒形土器かと思われたが、大型の注口土器もしくは壺形土器の口縁部分であることが判明した。


この堆積土中には焼土や特異な遺物・土壌などは検出されなかったため、その機能は不明である。ま


た、南西部の壁際で下端が内側に入り込み、部分的に高まっている部分が検出され、出入口の可能性


がある。


［出土遺物］今回検出された住居跡の中では遺物が最も多く出土した住居跡である。住居跡全体から


出土し、特に壁の遺存している北側にやや密な傾向がある。特徴的な状況で出土したものとして、埋


設土器（８）と、住居の３方向に配置された石皿（４８）・台石（４９・５０）がある。


土器類は４・９・１６が床面、７・２０が床面直上、他は覆土からの出土である。床面等覆土下層から


縄文時代後期中葉の遺物が多く出土し、縄文時代中期末葉や後期前葉の遺物も少量出土している。


縄文時代後期中葉の土器は、深鉢（１・２）、浅鉢（３・４）、台付土器（５～７）、注口土器（８～１３）、


ミニチュア土器（１４）がある。深鉢（１・２）は口縁に平行して沈線が巡り、これらは同一個体と思わ


れる。浅鉢（３・４）は外面に条痕が施文されて突起を有する、同一個体のものと思われる。台付土器


は、無文の台部（５）、沈線と縄文が施文されるもの（６）、外面条痕で口縁に突起が作られるもの（７）


図11 第１号竪穴住居跡　出土遺物
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図12 第２号竪穴住居跡（１）・第４号土坑







滝沢遺跡・坂元（３）遺跡


図13 第２号竪穴住居跡（２）
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図14 第２号竪穴住居跡　出土遺物（１）







滝沢遺跡・坂元（３）遺跡


図15 第２号竪穴住居跡　出土遺物（２）
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図16 第２号竪穴住居跡　出土遺物（３）







滝沢遺跡・坂元（３）遺跡


図17 第２号竪穴住居跡　出土遺物（４）
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がある。注口土器には逆位設置されていた大型注口土器（壺の可能性もある）の口縁部（８）、注口部


分が欠損している略完形土器（９）、アスファルト状黒色物質で修理した痕跡のある注口部破片（１０）、


同一個体と思われる破片資料（１１～１３）がある。９は平行沈線と弧状沈線が施文され、胴部最大径付


近では瘤をつなぐように連結帯状文が施される。ミニチュア土器は底部片（１４）が出土した。また、


縄文時代後期初頭のもの（１５・１６）と中期末葉のもの（１７～２０）も出土している。


石器は総計１７１点出土し、剥片石器２１・２９・３４が床面、２５が床面直上、礫石器４８～５０が床面、


４３～４５が床面直上、他は覆土から出土した。石鏃３点（小型のもの２点：２１・２２、基部がＹ字状の


異形石鏃１点：２３）、石匙３点（摘み部にアスファルトが付着した縦型石匙１点：２５、横型石匙２


点：２６・２７）、石錐３点（小型のもの１点：２８、先端部が摩滅したもの：２９、摘みのあるもの：３０）、


刃部が外湾した石篦１点（３１）、削器４点（縦長剥片を素材としたもの３点：３２～３４、横長剥片を


素材としたもの１点：３５）、磨製石斧１点（４４）、磨石１点（４６、これは４９の大型台石とセットで出


土）、表面全体に磨り痕のある大型の石皿（４８）を含む石皿３点（４３・４７・４８）、台石２点（４９・５０）


がある。他に図示していないが細粒凝灰岩で擦痕が多くタールが点着した礫石４点、石核３点、フレ


ーク類１３７点がある。


Ｐｉｔ４から、確認面にて摘み部にアスファルトが付着した縦型石匙１点（２４）、貫通孔と抉りのあ


る軽石製石製品１点（３６）が、覆土から剥片２点（３７・３８）が出土している。Ｐｉｔ５覆土から敲石１


点（４５）が出土し、Ｐｉｔ６からは玉随１点（３９）と剥片３点（４０～４２）がまとまって出土している。


［時期］堆積土及び出土遺物等から、縄文時代後期中葉（十腰内Ⅲ式期）と考えられる。


第３号竪穴住居跡（SI－03、図18・19）


［位置・確認］ＡＱ－１１･１２グリッドに位置し、標高約１７～１８ｍの丘陵南斜面に立地する。第Ⅲ層


の精査中に確認した。


［重複］他遺構との重複関係は認められなかった。


［平面形・規模］斜面地にあることから南東半の床面は失われていて正確な平面形は不明であるが、


約３.６×３.３ｍの楕円形を呈すると考えられる。残存床面積は５.４㎡である。


［壁・床面］残存する壁は、北壁３９㎝、東壁３２㎝、西壁は７㎝である。床はローム面をそのまま床


にしており、平坦である。


［炉］竪穴住居跡中央部に地床炉２基を検出した。西側の地床炉１は６６×４４㎝の不整形、被熱の深


さは１９㎝、東側の地床炉２は３４×２４㎝の不整長方形、被熱の深さは２１㎝であった。


［ピット］４基のピットを検出した。Ｐｉｔ１は３２×２０㎝の楕円形をなし深さ２４㎝、Ｐｉｔ２は３３×３


２㎝の隅丸方形をなし深さ１２㎝、Ｐｉｔ３は５７×４８㎝の不整形をなし深さ２２㎝、Ｐｉｔ４は２３×１６㎝


の円形をなし深さ５㎝である。Ｐｉｔ１及びＰｉｔ３は本竪穴住居跡の主柱穴となる可能性がある。


［堆積土］３層に分層した。黄褐色～褐色土を主体とする層で、炭化物を少量含む。


［出土遺物］縄文時代中期末葉の遺物が散発的に出土し、石皿（８）が地床炉２付近床面から、粗製深


鉢（２）と削器（６）が床面直上から、他は覆土から出土した。１は頸部に粘土粒を貼付けて刺突が施


される小型深鉢で、３は刺突列と弧状沈線が施文され、４には刺突列が施され補修孔もある。５は底


外面に網代痕が認められる。石器は、横長剥片を素材とし両面加工された刃部を持つ削器１点（６）、







滝沢遺跡・坂元（３）遺跡


図18 第３号竪穴住居跡
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磨石１点（７）、石皿１点（８）、地床炉床直から出土した擦痕の多い細粒凝灰岩の礫石１点、フレー


ク４６点、の計５０点出土している。


［時期］堆積土及び出土遺物等から、縄文時代中期末葉と考えられる。


第４号竪穴住居跡（SI－04、図20～22）


［位置・確認］ＡＲ･ＡＳ－１５･１６グリッドに位置し、標高約１９.５～２０.５ｍの丘陵南斜面に立地する。


第Ⅲ層の精査中に確認した。


［重複］他遺構との重複関係は認められなかったが、南側に第９号土坑が位置する。


［平面形・規模］東西両側に風倒木痕及び撹乱を受けているが全形は窺うことができる。確認面は５.


４４×４.８４ｍの楕円形を呈し、等高線に平行するように構築されている。推定床面積は１５.６５㎡である。


［壁・床面］残存する壁は、北壁１１５㎝、東壁３２㎝、南壁は５㎝、西壁は３３㎝である。床はローム


面をそのまま床にしており、平坦である。


［炉］竪穴住居跡中央部に地床炉１基を検出した。地床炉は５８×４５㎝の不整形、被熱の深さは１５㎝


であった。


［ピット］検出されなかった。


［堆積土］８層に分層した。褐色～黄褐色土主体で下位は明褐色の傾向が強い。炭化物を微量含む。


［その他］第２号竪穴住居跡と同様、筒形を呈する注口土器もしくは壺形土器の口縁部が北西壁際に


図19 第３号竪穴住居跡　出土遺物
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図20 第４号竪穴住居跡
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図21 第４号竪穴住居跡 出土遺物（１）
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逆位状態で検出された。ここでも堆積土中に焼土や特異な遺物・土壌などは検出されなかったため、


その機能は不明である。


［出土遺物］遺物は北西壁付近にややまとまって出土したが、全体的には散発的な出土状況である。


７・８・１１・１３が床面、１２・１５が床面直上で、他は覆土からの出土である。土器は、浅鉢（１）、


台付土器（２）、深鉢（３～９）、注口土器（１０・１２）がある。１は無文の浅鉢、２は台部である。３は


波状を呈する深鉢口縁の破片で、平行沈線が施されている。４～９は同一個体の深鉢と思われ、垂直


に近い立ち上がりをなす胴部から、口縁が大きく外反し、内傾するように面取りされた口唇には突起


が施されている。胴部は平行沈線とＲＬ縄文が充填され、頸部及び口縁部には平行沈線と弧状沈線を


組み合わせた木葉状文様が施文されている。１０は注口土器口縁部破片で押圧が施されている。１１は


第２号竪穴住居跡と同じように床面に設置されていた大型注口土器の口縁部で、壺の可能性もある。


１２は無文の壺形土器頸部であるが、胎土・焼成等から縄文時代後期前葉の時期に属する可能性があ


る。石器は、縦長剥片を素材とした大型のものを含む削器２点（１３・１４）、長さ８９mmの完形の磨製石


斧１点（１５）、石核２点、フレーク類５５点の計５９点出土している。


［時期］堆積土及び出土遺物等から、縄文時代後期中葉（十腰内Ⅲ式期）と考えられる。


図22 第４号竪穴住居跡 出土遺物（２）
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第５号竪穴住居跡（SI－05、図23・24）


［位置・確認］ＡＴ－１５･１６グリッドに位置し、標高約１９～１９.５ｍの丘陵南斜面に立地する。第Ⅲ層


の精査中に確認した。


［重複］他遺構との重複関係は認められなかった。


［平面形・規模］北東半が調査区外へ延びているが、おそらく円形もしくは楕円形をなすものと考え


られる。現存値は約４.４×２.４３ｍ、推定床面積は約２０.９４㎡である。


［壁・床面］残存する壁は、北壁５５㎝、南壁は４㎝、西壁は３６㎝である。床はローム面をそのまま


床にしており、平坦である。


［炉］住居跡中央部に地床炉の一部を検出した。検出した地床炉の部分は約３０×６㎝で、おそらく直


径３０㎝程度の円形を呈するものと思われる。被熱の深さは６㎝であった。


［ピット］西壁際に１基検出した。４５×２７㎝の楕円形、深さ３７㎝で主柱穴となる可能性がある。


［堆積土］５層に分層した。褐色～黄褐色土を主体とする層で、炭化物を少量含む。


［出土遺物］遺物は非常に少ない住居跡であったが、南西部の覆土から２個体がまとまって出土した。


１は伏せた状態で出土した無文浅鉢である。２～１０が接合・復元に至らなかったが同一個体の注口


土器と思われる。口唇には山形突起（２・３）があって頸部は垂直（４）に立ち上がり、胴部には貼瘤と


帯状入り組み文が施文（７）されている。また、縄文時代後期前葉の土器片（１１）も出土した。石器は


図示していないがフレーク４点、タールが付着した礫石６点の計１０点出土している。


［時期］堆積土及び出土遺物等から、縄文時代後期中葉（十腰内Ⅲ式期）以前の時期と考えられる。


第６号竪穴住居跡（SI－06、図25～27）


［位置・確認］ＡＰ･ＡＱ－１９･２０グリッドに位置し、標高約２３～２３.５ｍの丘陵南斜面に立地する。


第Ⅲ層の精査中に確認した。


［重複］他遺構との重複関係は認められなかった。


［平面形・規模］平面形は４.６８×４.３５ｍの円形を呈し、床面積は１４.９４㎡である。


［壁・床面］残存する壁は、北壁７㎝、東壁２８㎝、南壁は２５㎝、西壁は２２㎝である。床はローム面


をそのまま床にしており、平坦である。


［炉］住居跡中央部に地床炉１基を検出した。６１×５２㎝の不整形で被熱の深さは１２㎝である。西壁


際では３４×２４㎝の不整形の焼土も検出された。


［ピット］検出されなかった。


［堆積土］４層に分層され、炭化物を微量含む明赤褐色土が主として堆積していた。


［出土遺物］１～４・８・１２が床面から、６・９が床面直上から、他は覆土からの出土である。特に


１と２は住居跡北西部壁際床面にそのまま潰れた状態で並んで出土したものである。１は６波状口縁


で、口縁が肥厚する深鉢土器である。沈線で木葉状文を施文し、ＬＲ・ＲＬ縄文で羽状縄文を充填し


ている。２はやや小さめな底部から大きく外側に直線的に開く深鉢である。全体的にナデ調整の痕跡


が明瞭に残り、ＲＬ縄文は部分的に施文される。３と４は同一個体の可能性がある小型深鉢で口縁が


肥厚し、ＬＲ・ＲＬ縄文で羽状縄文が施文されている。５～７は縄文時代後期前葉の、十腰内Ⅰ式土


器と思われ、堆積土に混入していたものと考えられる。石器は、一部欠損している横型の石匙（８）、







滝沢遺跡・坂元（３）遺跡


図23 第５号竪穴住居跡







第２章　滝　沢　遺　跡


両面加工の摘みを持つ縦長剥片を素材とした石匙（９）、縦長剥片を素材とした大形のもの１点を含


む削器３点（１０～１２）、フレーク類１７点の計２２点出土している。


［時期］堆積土及び出土遺物等から、縄文時代後期中葉（十腰内Ⅲ式期）と考えられる。


第７号竪穴住居跡（SI－07、図28～32）


［位置・確認］ＡＰ～Ｒ－１７～１９グリッドに位置し、標高約２２.５～２３ｍの丘陵南斜面に立地する。


第Ⅲ層の精査中に確認した。


［重複］南東部で第２号焼土遺構が隣接しており、本遺構が新しい可能性がある。


［平面形・規模］平面形は８.０４×７.２６ｍの円形を呈し、床面積は３７.８４㎡である。


［壁・床面］残存する壁は、北壁８８.４㎝、東壁２８㎝、南壁は２６㎝、西壁は２７㎝である。床はローム


面をそのまま床にしており、平坦である。


［炉］住居跡中央部に焼土１基を検出した。焼土は風倒木痕の範囲内にあり、６５×２８㎝の不整形で


深さがあったことから、風倒木によってもまれた地床炉の痕跡と判断した。


［ピット］床面中央部東側でピット１基を検出した。６４×３８㎝の不整楕円形をなし、深さ１３㎝と浅


いことから主柱穴ではないと思われる。


［堆積土］１０層に分層され、黄褐色～明黄褐色土を主体とし、炭化物・焼土粒を微量含む。


［その他］南東隅に長さ約２.３ｍ、幅２６㎝、深さ８㎝の周溝を検出した。炭化物を微量含む明褐色土


が堆積しており、住居構築時に作られた可能性が高い。


［出土遺物］壁が遺存している北側で比較的多くの遺物が出土した。床面等覆土下層から縄文時代後


期中葉の遺物が、覆土上層からは縄文時代後期前葉の遺物が出土しており、層位的に逆転している。


住居の埋没途中に後期前葉の遺物が廃棄されたものと思われる。


土器は、４・９・１０・１１・１３が床面から、２・７・２１・２８が床面直上から出土し、それ以外は覆土


図24 第５号竪穴住居跡 出土遺物









